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ー令和８年度白岡市国民健康保険税についてー

令和８年１月２２日

白岡市 健康福祉部 保険年金課
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１ 保険税水準の統一について

「埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）」では、「国民健康保険の運営の基本的

な考え方」を踏まえ、原則として、同じ世帯構成・所得であれば、県内どこでも同じ

保険税となるよう３段階で「保険税水準の統一」を行うこととしている。

令和６年度～ 令和９年度～ 令和１２年度～

① 事業費納付金ベースの統一（令和６年度から）

医療費水準を反映せず、市町村ごとの事業費納付金の算定を統一基準により行う。

STEP1

事業費納付金ベース
の統一

STEP２

準統一

STEP３

完全統一

Ⅰ 令和９年度の「保険税水準の準統一」に係る令和８年度白岡市国民健康保険税の税率改正
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➁ 準統一（令和９年度から）

事業費納付金を確保するために必要となる「市町村標準保険税率」の算定

に当たり、収納率格差以外の各項目の取扱いを統一する。

【参考】

「埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）」では、令和９年度から各市町村の保険税率が

「市町村標準保険税率」となるよう求めている。

③ 完全統一（令和１２年度から）

県内市町村間の収納率の差を縮小し、保険税率を統一する。

これまでの市町村における収納率の推移や過年度収納額の状況を踏まえ、令和

１２年度の実現を目指す。

本市では、この「準統一」の流れを踏まえ、令和９年度に保険税率が「市町
村標準保険税率」となるよう段階的に引き上げを行っているところである。
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令和８年度白岡市国民健康保険税の税率は、次の表のとおりとする。

２ 白岡市国民健康保険運営協議会の答申（令和７年８月６日付け）について

年 度 種 別 基礎課税額
（医療費分）

後期高齢者
支援等分 介護納付金分 合 計

令和８年度
（括弧内は令和
７年度との差）

所得割 7.37%
（＋0.22%）

2.58%
（＋0.04%）

2.25%
（±0%）

12.20%
（＋0.26%）

均等割 40,100円
（＋6,500円）

15,700円
（＋500円）

15,800円
（±0円）

71,600円
（＋7,000円）

令和７年度
所得割 7.15% 2.54% 2.25% 11.94%
均等割 33,600円 15,200円 15,800円 64,600円

参 考 種 別 基礎課税額
（医療費分）

後期高齢者
支援等分 介護納付金分 合 計

市町村標準
保険税率

（括弧内は令和
８年度との差）

所得割 7.59%
（+0.22%）

2.67%
（+0.09%）

2.20%
（△0.05%）

12.46%
（＋0.26%）

均等割 46,565円
（＋6,465円）

16,111円
（＋411円）

15,862円
（＋62円）

78,538円
（＋6,938円）
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所得割(%) 均等割 所得割(%) 均等割 所得割(%) 均等割 所得割(%) 均等割 所得割(%) 均等割

【ケースa】年金収入で単身世帯 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円)
年齢： ７０歳 医療分 0 8,500 医療分 0 10,000 医療分 0 12,000 医療分 0 2,000 医療分 0 13,900
収入：１５０万 支援分 0 4,400 支援分 0 4,500 支援分 0 4,700 支援分 0 200 支援分 0 4,800
所得： ４０万 介護分 0 0 介護分 0 0 介護分 0 0 介護分 0 0 介護分 0 0
軽減：７割軽減 合 計 0 12,900 合 計 0 14,500 合 計 0 16,700 合 計 0 2,200 合 計 0 18,700

年税額 年税額 年税額 増加年税額 年税額

【ケースb】給与収入で単身世帯 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円)
年齢： ４５歳 医療分 136,500 28,400 医療分 138,700 33,600 医療分 142,900 40,100 医療分 4,200 6,500 医療分 147,200 46,500
収入：３５０万 支援分 46,700 14,700 支援分 49,200 15,200 支援分 50,000 15,700 支援分 800 500 支援分 51,700 16,100
所得：２３７万 介護分 42,800 15,400 介護分 43,600 15,800 介護分 43,600 15,800 介護分 0 0 介護分 42,600 15,800
軽減：なし 合 計 226,000 58,500 合 計 231,500 64,600 合 計 236,500 71,600 合 計 5,000 7,000 合 計 241,500 78,400

年税額 年税額 年税額 増加年税額 年税額

【ケースc】年金収入で夫婦の世帯 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円)
年齢： ７２歳  ７０歳 医療分 61,200 45,400 医療分 62,200 53,700 医療分 64,100 64,100 医療分 1,900 10,400 医療分 66,000 74,500
収入：２４０万  ８０万 支援分 20,900 23,500 支援分 22,000 24,300 支援分 22,400 25,100 支援分 400 800 支援分 23,200 25,700
所得：１３０万   ０ 介護分 0 0 介護分 0 0 介護分 0 0 介護分 0 0 介護分 0 0
軽減：２割軽減該当 合 計 82,100 68,900 合 計 84,200 78,000 合 計 86,500 89,200 合 計 2,300 11,200 合 計 89,200 100,200

年税額 年税額 年税額 増加年税額 年税額

【ケースd】給与収入で３人世帯 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円) 所得割(円) 均等割(円)
年齢： ４２歳  ４０歳  ３歳 医療分 136,500 71,000 医療分 138,700 84,000 医療分 142,900 100,200 医療分 4,200 16,200 医療分 147,200 116,400
収入：３5０万  ５０万  ０ 支援分 46,700 36,700 支援分 49,200 38,000 支援分 50,000 39,200 支援分 800 1,200 支援分 51,700 40,200
所得：２３７万   ０   ０ 介護分 42,800 30,800 介護分 43,600 31,600 介護分 43,600 31,600 介護分 0 0 介護分 42,600 31,700
軽減：子どもの１／２軽減 合 計 226,000 138,500 合 計 231,500 153,600 合 計 236,500 171,000 合 計 5,000 17,400 合 計 241,500 188,300

年税額 年税額 年税額 増加年税額 年税額

78,538

46,565

2.67 16,111

2.20 15,862

12.20 71,600 0.26 7,000

7.59

12.46

500

医療分6,500

15,700 支援分

介護分

支援分

0 介護分

合 計 11.66 58,500 合 計 合 計 合 計 合 計

15,800 介護分 2.25 15,800 介護分

7.04 28,400 医療分 7.15

02.21 15,400 介護分 2.25

0.04

40,100 医療分 0.22

14,700 支援分 2.54

参考 市町村標準保険税率保険税

11.94 64,600

医療分

令和６年度保険税 令和７年度保険税（現行） 令和8年度保険税（案） 令和８年度保険税と令和７年度保険税の比較

15,200 支援分 2.58

33,600 医療分 7.37

支援分 2.41

12,900 14,500 16,700 2,200 18,700

284,500 296,100 308,100 12,000 319,900

151,000 162,200 175,700 13,500 189,400

364,500 385,100 407,500 22,400 429,800

３ 税額の試算
（モデルケース）
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４ 白岡市国民健康保険税条例の一部改正

次のとおり、令和８年２月に開会予定の議会定例会に上程を予定している。

⑴ 改正の概要

４ページの「２ 白岡市国民健康保険運営協議会の答申」のとおり

⑵ 施行期日及び適用区分

ア 施行期日 令和８年４月１日

イ 適用区分 改正後の白岡市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度分以降の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度までの国民健康

保税については、なお従前の例によるものとし、適用区分を明確にす

る。
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Ⅱ 「子ども・子育て支援納付金」に係る令和８年度白岡市国民健康保険税の税率

１ 子ども・子育て支援金制度について
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２ 埼玉県における「子ども・子育て支援金」制度に対する対応状況について

⑴ 子ども・子育て支援納付金の賦課方式

都道府県標準保険税率及び市町村標準保険税率算定時の子ども・子育て支援納付

金分の賦課方式は、所得割・均等割による２方式としている。

⑵ 子ども・子育て支援納付金等の提示

国の算定省令などに基づき「子ども・子育て支援金」に係る

ア 子ども・子育て支援納付金（事業費納付金）

イ 市町村標準保険税率

を算出し、各保険者（市町村）に提示することとなる。
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３ 令和８年度白岡市国民健康保険税の子ども・子育て支援金分に係る税率について

⑴ 白岡市国民健康保険運営協議会の答申（令和８年１月１４日付け）

令和８年度白岡市国民健康保険税の子ども・子育て支援金に係る税率の設定に

当たっては、「保険税水準の準統一」を踏まえ、埼玉県が示す「市町村標準保険

税率」に合わせるべきである。

⑵ 本市に対する「子ども・子育て支援納付金」及び「市町村標準保険税率」

ア 被保険者数等（埼玉県の推計による）

・被保険者数 ７，７７２人

・１８歳以上被保険者数 ７，３５４人

・１８歳未満被保険者数 ４１８人

イ 子ども・子育て支援納付金 ２６，５８９，３５５円
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ウ 市町村標準保険税率

・所得割 ０．２６％ （賦課総額 13,877,587円）

・均等割 １，５８５円 （賦課総額 12,312,003円）

１８歳以上均等割 ９０円 （うち賦課総額 662,112円）

・賦課限度額 ３０，０００円 （地方税法施行令改正（案））

この「子ども・子育て支援納付金」等は令和７年１１月１３日段階での試算状況

であり、確定額等（本算定）は、令和８年１月中に示す予定とのこと。
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⑶ 「市町村標準保険税率（試算段階）」による試算

ア 夫42歳 給与収入3,500,000円（所得2,370,000円）

妻40歳 給与収入 500,000円（所得 0円）

子３歳

【算出】

所得割 （2,370,000円 － 430,000円）× 0.26％ ＝ 5,044円

均等割 1,585円 × （3人－1人） ＝ 3,170円

18歳以上均等割 90円 × 2人 ＝ 180円

計 8,394円

改め課税額 8,300円
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イ 夫72歳 年金収入2,400,000円（所得1,300,000円）

妻70歳 年金収入 800,000円（所得 0円）

２割軽減世帯

【算出】

所得割 （1,300,000円 － 430,000円）× 0.26％ ＝ 2,262円

均等割 1,585円 × 2人 ＝ 3,170円

18歳以上均等割 90円 × 2人 ＝ 180円

軽減

均等割２割軽減 1,585円 × 0.2 × 2人 ＝ △634円

18歳以上均等割 90円 × 0.2 × 2人 ＝ △36円

計 4,942円

改め課税額 4,900円
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「子ども・子育て支援納付金」を賦課・徴収するための条例改正を行うためには、

「国民健康保険税の課税限度額」や「国民健康保険税の減額」などが規定されている

地方税法施行令の改正が必要になるが、例年、その公布は年度末頃であり、施行期日

は令和８年４月１日となる見込みである。

このことから、「子ども・子育て支援納付金」に係る条例改正は、税率に係る部分

は来月開会予定の議会定例会に御提案させていただき、それ以外の課税限度額及び減

額の規定はそれらの基準が盛り込まれる地方税法施行令の改正が本年３月下旬に公布

されることが見込まれることから、年度末に専決処分を行わざるを得ない状況である。

⑴ 改正の概要

１３ページの「３⑴ 白岡市国民健康保険運営協議会の答申」のとおり

⑵ 施行期日

令和８年４月１日（見込）

４ 白岡市国民健康保険税条例の一部改正について
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１ 令和８年度税制改正の大綱について

令和７年１２月２６日に閣議決定した令和８年度税制改正の大綱における国民健康

保険税関連では、

⑴ 国民健康保険税の基礎課税等の課税限度額の改正

⑵ 国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準の改正

が盛り込まれ、地方税法施行令の改正が予定されている。

Ⅲ 令和８年度税制改正の大綱に係る令和８年度白岡市国民健康保険税の税率改正
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２ 白岡市国民健康保険税条例の一部改正について

地方税法施行令の改正が必要になるため、１７ページのⅡの４と同様に条例改正は

年度末に専決処分を行わざるを得ない状況である。

⑴ 国民健康保険税賦課限度額の改正（第２条関係）

■国民健康保険税賦課限度額比較表■

区 分 改正前 改正後

基礎課税分（医療分） ６６万円 ６７万円

後期高齢者支援金等分 ２６万円 ２６万円

介護納付金分 １７万円 １７万円

子ども・子育て支援納付金分 — ３万円

合 計 １０９万円 １１３万円
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⑵ 国民健康保険税の減額措置に係る軽減判定所得の基準の改正（第２０条関係）

■国民健康保険税軽減判定所得基準額比較表■

⑶ 施行期日及び適用区分

ア 施行期日 令和８年４月１日（見込）

イ 適用区分 改正後の白岡市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度分以降の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度までの国民健康

保税については、なお従前の例によるものとし、適用区分を明確にす

る。

区 分 改正前 改正後

５割軽減世帯
（被保険者数に乗じる額） ３０万５千円 ３１万円

２割軽減世帯
（被保険者数に乗じる額） ５６万円 ５７万円
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